
 
 
 

 

 

（日時） 令和６年１０月９日（水） 

（場所） 印西市役所 本庁舎３階 市長応接室 

（出席者） 市長、副市長、教育長 

総務部長、企画財政部長、市民部長、福祉部長、都市建設部長、上下水道部長、総務課長、企画政策課長、財

政課長 

（欠席者） 環境経済部長、健康こども部長、教育部長 

 

【令和６－９】 印西市税条例の一部を改正する条例の制定について【課税課】 

１．理由及び概要 

法人市民税の均等割を減免している公益法人等に対し、収益事業を行わない場合、法人市民税均等割の

課税を免除する規定を加えるもの 

【令和６－９】について、承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第８条） 

 

政 策 調 整 会 議 付 議 書 

整理番号 令和６－９ 付議年月日 令和６年１０月９日 

所管部課名 市民部課税課 

件   名 

印西市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

理由及び概要 
  法人市民税の均等割を減免している公益法人等に対し、収益事業を行わ

ない場合、法人市民税均等割の課税を免除する規定を加えるもの 

問題点及び 

調整事項 

 

無し。 

（佐倉県税事務所事業税間税課及び成田税務署法人課税部門に確認し、本案

件は問題がない旨の回答を得た。） 

 

関係法規及び

関係所管 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

対応方針 令和６年１１月１日開催の法令審査委員会に諮り、１２月議会にて上程 

※決定区分 

 

１・承認      ２・継続審議      ３・却下 

 


